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倉敷市民憲章

私たちは、日本のふるさと瀬戸内海と  

 母なる高梁川にはぐくまれ、 

古い伝統と洋々たる未来にかがやく  

倉敷市民の誇りをこめて 

１ 自然を生かし、  

緑と花のあるきれいな環境をつくります。 

１ 人間をたいせつにし、青少年には夢、  

老人には安らぎのある  

あたたかい社会をつくります。 

１ 秩序を守り、平和で安全なまちをつくります。 

１ 働くことによろこびをもち、  

明るく健康な家庭をつくります。 

１ 教養を高め、世界と通じ、  

個性ある文化をつくります。 

（昭和 47 年 2 月 1 日制定） 

市 木 ： く す の き  （昭和 46 年 12 月 1 日制定） 

 市 花 ： ふ    じ  （     〃     ） 

市の鳥 ： カ ワ セ ミ  （平成 15 年 3 月 24 日制定） 
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用語の解説 

用語の解説 

[あ] 

ＩＰＣＣ 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の項目

を参照のこと。 

赤潮 

主として植物プランクトンの異常増殖により、海水

が赤褐色になる現象。養殖魚類などに被害を発生さ

せることがあり、富栄養化が原因の一つである。 

アスベスト

石綿（アスベスト）は、天然に産する繊維状けい酸

塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれ、その繊維

が極めて細いため、飛散しやすい吹付け石綿などの

除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛

散して人が吸入してしまうおそれがある。以前はビル

等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を

吹き付ける作業が行われていたが、現在では、原則

として製造等が禁止されている。 

 [い] 

硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

二酸化硫黄（ＳＯ２）や三酸化硫黄（ＳＯ３）などの硫

黄の酸化物の総称。硫黄を含む燃料などを燃やすこ

とにより発生する。人の健康に悪影響を与えたり、酸

性雨の発生原因として生活環境に被害を及ぼす。大

気汚染防止法の規制対象物質となっている。 

維管束植物 

維管束とよばれる、物質を通す管状組織を有する

植物の総称。シダ植物及び種子植物（裸子植物、被

子植物）のこと。 

一酸化炭素 

一酸化炭素（ＣＯ）は、無色無臭の空気よりやや軽

い気体である。ものが燃えるときに、不完全燃焼をす

ることで発生する。 

一酸化炭素は呼吸で体内に取り込まれると、血液

中で酸素を運搬するヘモグロビンと強力に結びつき、

酸素の運搬を阻害してしまう。そのため、酸欠状態に

なり死亡することもある。主な発生源は自動車であり、

環境基準が定められている。 

一般環境大気測定局 

大気汚染防止法に基づき、大気の汚染の状況を

常時監視するために設置される測定局のうち、住宅

地などの一般的な生活空間における大気汚染の状

況を把握するものを一般環境大気測定局という。 

[う] 

上乗せ排水基準 

都道府県が水質汚濁防止法で定める全国一律の

排水基準では十分でないと判断した場合に定める更

に厳しい基準のこと。 

[え] 

栄養塩類 

窒素やリンなどを主成分とした生物の栄養として必

要な塩類のこと。 

[お] 

温室効果ガス 

太陽により暖められた熱を吸収・再放射し、地球表

面の温度を高めているガス。このような働きが温室に

似ているため温室効果ガスと呼ばれている。 

[か] 

カーボン・オフセット

日常生活や経済活動において避けることができな

い CO2 等の温室効果ガスの排出について、まずは

できるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうし

ても排出される温室効果ガスについて、排出量に見

合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等に

より、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという

考え方。 

外来生物法 

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農

林水産業への被害を防止しすることを目的とする法

律で、正式名称は「特定外来生物による生態系等に

係る被害の防止に関する法律」。 

もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系

などに被害を及ぼすものを特定外来生物として指定

し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入などを

原則として禁止する。国外からの特定外来生物の侵

入防止、国内の特定外来生物の拡散防止を図る。 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

水中の被酸化物質（主として有機物）を酸化剤で

酸化する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換

算したもの。水質の代表的な指標の一つであり、数
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値が高いと汚れていることになる。 

合併処理浄化槽 

家庭や事業場などに取り付ける汚水処理装置のこ

とで、トイレの汚水（し尿）と風呂や台所の汚水（生活

雑排水）を併せて処理を行う。なお、トイレの汚水の

みを処理する装置のことを単独処理浄化槽と呼んで

いたが、浄化槽法の改正により、単独処理浄化槽は

浄化槽として認められなくなった。 

家電リサイクル法 

一般家庭から排出された特定の家電製品（エアコ

ン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機）をリサイクルするための

法律で、正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」。

家電小売店が「製品の収集・運搬」を、家電メーカー

が「製品のリサイクル」を、消費者が「費用負担」を行う。

平成 13 年 4 月 1 日から本格施行された。 

環境基準達成率（水質） 

水質生活環境項目に係る環境基準の達成率は環

境基準があてはめられている水域ごとに以下の方法

で算定する。 

◇ＢＯＤ及びＣＯＤ 

 環境基準達成率（％） 

＝75％値が環境基準値を満足した地点数／ 

測定地点数×100 

◇全窒素及び全リン 

 環境基準達成率（％） 

＝年間平均値が環境基準値を満足した地点数／

測定地点数×100 

 注）75％値とは、年間の日平均値のデータを小さい

ものから順に並べ、 

  （0.75×データ数）番目のデータをいう。 

環境騒音 

環境騒音とは、主に交通騒音、生活騒音等、私た

ちが生活する場所から発生する複合した騒音の総称

である。評価は測定場所等により、一般的地域(道路

に面する地域以外の地域)及び道路に面する地域に

2 分類される。 

環境保全協定（公害防止協定） 

公害防止のひとつの手段として地方自治体や住

民等が企業との間で締結する協定をいう。企業の責

務内容を法令より厳しく定め、企業が自主的に公害

防止に努めるもの。 

環境マネジメントシステム 

企業等が環境方針、目標等を設定し、その達成に

向けた取り組みを行うための体制やプロセスのこと。

国際的な環境マネジメントシステム規格の一つが

ISO14001。 

[き] 

企業の社会的責任（ＣＳＲ） 

企業は社会的な存在であるため、法令を遵守する

だけではなく、利害関係者である消費者・投資家及

び社会全体からの要請に応え、より高い次元の社会

貢献や配慮を自主的に行うべきであるという考え。 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 

地球温暖化について科学者等が科学的知見の集

約・評価を行う政府間の国際的な機構である。 

揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

常温で揮発しやすい化合物のことで、ＶＯＣとは、

Volatile Organic Compounds の略。吸入による頭痛

やめまい、腎障害などの有害性や発ガン性などの可

能性が指摘されている。有害大気汚染物質及び水

質汚濁に係る健康項目として、トリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン、ベンゼンなどが指定されている。 

[け] 

健康項目（水質） 

環境基本法の人の健康の保護に関する環境基準

に指定されている項目を指す。カドミウム、全シアン

などの 27 項目が指定されている。これらの物質は高

濃度で急性毒性があるだけでなく、低濃度で慢性毒

性や発ガン性などを有するものもある。 

[こ] 

光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物（ＮＯｘ）と炭化水素（ＨＣ）が

太陽光線の中に含まれる紫外線を受けて、光化学反

応をおこし、生成するオゾン、アセトアルデヒドなどを

まとめて光化学オキシダントという。主成分はオゾン。

大気中で雲や霧のようなスモッグ状になることを光化

学スモッグという。 

高濃度になった場合には、人の目やのどを刺激し

たり、植物にも影響を与えるといわれている。大気汚

染防止法では、光化学オキシダント濃度が 0.12ppm

以上になった場合、注意報等の発令を行い、人体被

害の未然防止に努めることとしている。 
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降下ばいじん 

「降下ばいじん」とは、大気中に排出されたばいじ

んや地表より舞い上がったちり、ほこりなどの粒子状

物質のうち比較的大きいものが、重力や雨によって

地上に降下したものをいう。 

[し] 

ＣＯ２排出係数 

CO2 排出係数とは、電気を 1kWh 供給するにあ

たり、どれだけの CO2（二酸化炭素）を排出してい

るかを示す数値。各電力会社から国に報告され、

確認後公表される。 

ＣＯＤ 

化学的酸素要求量の項目を参照のこと。 

ジクロロメタン 

発がん性が疑われている甘い芳香臭のある無色

の液体で、塗料等の溶剤、ウレタン発泡助剤、エアロ

ゾルの噴射剤、金属洗浄剤、冷媒等に使用されてい

る。 

自動車排出ガス測定局 

大気汚染防止法に基づき、大気の汚染の状況を

常時監視するために設置される測定局のうち、渋滞

などにより著しい汚染が生じるおそれがある区域にお

いて、大気中の自動車排出ガスの状況を把握するた

めに、道路周辺に配置されたものを自動車排出ガス

測定局という。 

自動車リサイクル法 

正式な法律名は「使用済自動車の再資源化等に

関する法律」。使用済自動車（廃車）を解体する際に

発生するシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類

を適正に処理し、かつ、有用資源のリサイクルを促進

するために制定された。リサイクルに必要となる費用

については、自動車ユーザーの負担となっている。 

重金属類（水質） 

水質測定の項目であり、健康項目としてはカドミウ

ム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、セ

レンがある。また、特殊項目として、鉄、亜鉛、銅、マ

ンガン、クロムがある。 

種の保存法 

国内外の絶滅のおそれのある野生生物の保護を

図ることにより良好な自然環境を保全するための法

律で、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律」という。 

国内外の絶滅のおそれのある動植物種を国内希

少野生動植物種、国際希少動植物種として指定し、

譲渡し等を原則として禁止している。 

循環型社会 

循環型社会とは、循環型社会形成推進基本法に

おいて、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並

びに製品等が循環資源となった場合においてはこれ

について適正に循環的な利用が行われることが促進

され、及び循環的な利用が行われない循環資源に

ついては適正な処分が確保され、もって天然資源の

消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される

社会と定義されている。 

消化ガス発電 

下水処理場の沈殿池で分離された下水汚泥の嫌

気性発酵により発生するガスはメタンを多く含むため、

燃料として使用することでガスエンジンやガスタービ

ンを回転させ発電する。 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

肥料、家畜のふん尿及び生活排水に含まれる窒

素分が微生物により酸化されること等で発生し、地下

水汚染の原因となる事がある。 

乳児が硝酸性及び亜硝酸性窒素を多量に摂取す

ると、ヘモグロビンの働きを阻害し、酸素欠乏症を起

こす事がある。 

振動対策指針値 

新幹線鉄道の列車走行に伴い発生する振動につ

いて、その振動レベルが著しく、緊急に振動源・障害

防止対策を講じるべきとされる値で、70dB としてい

る。 

[す] 

水源かん養林 

森林の土壌は、枯れ葉や枯れ枝などが小動物や

微生物により分解されて形成され、すきまの多いスポ

ンジ状になっている。このため、森林の土壌は降った

雨をいったん吸収し、徐々に地下水として流すことに

より、河川の流量を安定させる働きがある。この機能

を生かすように維持管理されている森林を水源かん

養林（水源林）という。 

[せ] 

生活環境項目（水質） 
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環境基本法の生活環境に係る環境基準に指定さ

れている項目を指す。河川ではｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、

大腸菌群数、また海域ではｐＨ、ＣＯＤ、ＤＯ、大腸菌

群数、ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）の項目があ

る。 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

水中の比較的分解されやすい有機物が溶存酸素

の存在のもとに、微生物によって酸化分解されるとき

に消費される酸素量のことである。この数値が高いと

水が汚れていることとなる。 

生物多様性 

地球上には 3,000 万種ともいわれる多様な生物が

生息している。生物多様性とは、地球上に生息して

いる微生物から昆虫、植物、動物、人間にいたるまで

のすべての生物の間にある「個性」（＝違い）と「つな

がり」（＝関連性）をさす言葉。生き物はそれぞれに

個性を持ち、それらが森から海まで、そして、食う・食

われる、花粉を運ぶといったさまざまな関係でつなが

りあっている。 

世界環境デー 

1972 年 6 月 5 日に人間環境に関するストックホル

ム会議が開催されたことを記念して国連が制定した

記念日。 

全窒素（水質） 

水中に含まれる窒素化合物は無機態窒素と有機

態窒素に大別され、その各形態の窒素を合わせたも

のを全窒素という。富栄養化の原因物質の一つであ

る。第 5 次総量規制の対象項目として、全リンとともに

指定された。 

全りん（水質） 

水中のりん化合物は無機態と有機態に区別される。

通常の水質分析では有機態りんも含めたりんの総量

として全りんが測定される。 

[そ] 

総量規制 

工場や事業場が集中して立地し、大気汚染物質

や水質汚濁物質の排出総量が多いため環境基準の

達成が困難な地域において、環境基準を達成するこ

とを目的として、工場全体からの大気汚染物質や水

質汚濁物質の排出総量を規制すること。 

大気汚染物質として硫黄酸化物や窒素酸化物、

水質汚濁物質としてＣＯＤ、全窒素、全りんの総量規

制が実施されている。 

[た] 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ塩

化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコプラナーポリ塩化

ビフェニルの総称。塩素の付く位置と数によってＰＣ

ＤＤは75種類、ＰＣＤＦは135 種類、またコプラナーＰ

ＣＢは十数種類の物質があり、そのうち、毒性がある

とみなされるのは 29 種類である。 

炭化水素（非メタン炭化水素） 

水素原子（Ｈ）と炭素原子（Ｃ）から成り立っている

化合物の総称で鎖式炭化水素、芳香族炭化水素な

ど、多くの種類がある。石油（原油）はいろいろな種類

の炭化水素の混合物である。化合物によって差はあ

るが、においがあるものが多い。 

大気の常時監視においては、光化学オキシダント

の原因物質のひとつとして測定している。このため、

太陽光線の中に含まれる紫外線による光化学反応

性が無視できるメタンと、それ以外の「非メタン炭化水

素」に分離して測定している。 

[ち] 

地域自主管理計画 

有害大気汚染物質のひとつであるベンゼンの排出

を抑制するため、地域内の事業者が策定する管理計

画。排出削減目標量及び措置等を明示して、自主的

な取組を実施することになった。 

ベンゼンの大気中濃度が、環境基準を継続して超

過している地域について、策定されている。全国では

5 地域（室蘭地区、鹿島臨海地区、京葉臨海中部地

区、水島臨海地区、大牟田地区）。 

地球温暖化係数 

各温室効果ガスについて、CO2(二酸化炭素)と比

べて温室効果がどれくらいあるかを比べるために使

われる値。値が大きいほど温室効果が高い。 

窒素酸化物（ＮＯｘ） 

一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（ＮＯ２）などの窒

素の酸化物の総称。主として重油、ガソリン、石炭な

どの燃料を燃やすことにより発生する。 

呼吸器疾患の原因となるだけでなく、光化学オキ

シダントの原因物質の一つである。窒素酸化物の低
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減対策としては、燃料改質や燃焼改善によって抑制

する方法と、燃焼排出ガス中の窒素酸化物を減少処

理する排煙脱硝の方法がある。 

[て] 

底質 

河川、湖沼、海洋などの水底を形成する表層土及

び岩盤の一部と、その上の堆積物をあわせたものを

いう。 

底質を調査することによって、汚濁の進行傾向や

速度について有用な情報を得ることができる。 

ＴＥＱ（毒性等量） 

ダイオキシン類の毒性の強さを表すもので、ダイオ

キシン類の中でもっとも毒性の高い 2,3,7,8-ＴＣＤＤ

（ポリ塩化ジベンゾパラジオキシンのひとつ）の毒性を

1 として換算したすべてのダイオキシン類の毒性を足

し合わせた値。 

テトラクロロエチレン 

エーテルに似た臭気の揮発性が高い無色透明な

液体で、引火性が低く、親油性であることからドライク

リーニングや金属部品の洗浄などに使われてきた。

地下水汚染等が社会問題となり製造・使用量が減少

し、現在では、代替フロンの原料としての用途が最も

多くなっている。 

テレメータシステム 

遠隔地にある自動測定機器で測定したデータを、

電話回線や無線を利用して中央監視室に送信、制

御するシステム。 

[と] 

特定悪臭物質 

アンモニア、メチルメルカプタンなどの不快なにお

いの原因となる物質のうち、生活環境を損なうおそれ

のあるものを政令で定めている。現在 22 物質が、特

定悪臭物質として定められている。 

特定外来生物 

外来生物法の項を参照。 

特定建設作業 

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・

振動を発生する作業と政令で定められたもの。作業

実施の 7 日前までに届出が必要である。 

特定事業場 

特定施設を設置している事業場のことであり、特定

施設とは人の健康に係る被害を生ずる恐れがある物

質や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物

質を排出する施設のことで水質汚濁防止法等に定め

られているもの。 

特定施設 

大気汚染防止法では「特定物質を発生する施設」、

水質汚濁防止法では「有害物質を含む又は生活環

境に被害を生じるおそれのある汚水又は廃液を排出

する施設」、騒音規制法では、「著しい騒音を発生す

る施設」、振動規制法では「著しい振動を発生する施

設」をいい、政令でその規模、容量等の範囲が定め

られている。 

トリクロロエチレン 

クロロホルムに似た臭気の揮発性が高い無色透明

な液体で、機械部品や電子部品の脱脂洗浄に使わ

れてきたが、現在では代替フロンの原料としての需

要が増えている。 

[に] 

二酸化硫黄 

二酸化硫黄（ＳＯ２）は、「硫黄酸化物」（ＳＯｘ）の一

種で、「亜硫酸ガス」と呼ばれることもある。空気より重

い無色の気体で、腐った卵に似たにおいがする。硫

黄分を含む重油・石炭などの燃料が燃えるときに、発

生する。一方、自然界でも火山の噴火により発生す

る。三宅島の雄山の噴火の際には、大量の二酸化硫

黄が大気中に放出された。 

昭和 40 年代には、環境中の濃度が高く、大気汚

染物質の主役であった。しかし現在では、燃料に含

まれる硫黄の濃度の低下や、脱硫装置の設置などで

環境中の濃度は大きく低下している。 

二酸化窒素 

二酸化窒素（ＮＯ２）は、「窒素酸化物」（ＮＯｘ）の一

種で、赤褐色の空気より重い気体である。工場のボイ

ラーや自動車のエンジン、家庭のガスコンロなどを使

うと必ず発生する。 

呼吸により体の中に取り込まれると、呼吸器疾患の

原因となるおそれがある。また、窒素酸化物は、紫外

線により非メタン炭化水素と光化学反応を起こして、

光化学オキシダントを発生させる。 

二次林 

伐採や山火事などで森林が破壊されたあとに成立
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した森林。マツの仲間などのように、明るい場所を好

む樹木や、切り株から芽を出して成長するコナラ、ア

ベマキなどの林が多い。 

[は] 

バイオディーゼル燃料 

BDF（ビーディーエフ）の項目を参照。 

バイオマス 

バイオマスとは、動植物資源とこれを起源とする廃

棄物の総称で、バイオマスを原料にしたエネルギー

がバイオマスエネルギーであり、地球規模でみて

CO2 バランスを壊さない(カーボンニュートラル)、永続

性のあるエネルギーである。 

ばいじん 

大気汚染防止法では「燃料その他の物の燃焼又

は熱源としての電気の使用に伴い発生するもの」と定

義されており、具体的にはすすや燃えかすの固体粒

子状物質のことをいう（煤塵）。無機及び有機物質並

びに各種金属等が含まれる。 

パックテスト 

水質の簡易測定を行う道具。薬品が入ったポリチュ

ーブに水を吸い込み、指定時間後に水の変色を標準

色と比べて水質の濃度とするもの。 

[ひ] 

ＰＦＩ（ピーエフアイ） 

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律」（通称「ＰＦＩ法」）に則り実施す

る事業（手法）のこと。公共事業を実施するための手

法の一つ。民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）

を活用し、公共施設等の設計・建設や維持管理・運

営を行う。 

ＰＭ２．５ 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）の項目を参照のこと。 

ＢＯＤ 

生物化学的酸素要求量の項目を参照。 

ＢＤＦ（ビーディーエフ） 

ＢＤＦ（バイオ・ディーゼル・燃料）とは、ごみとして

捨てられていた使用済みの天ぷら油（植物性食用油）

を精製加工し、ディーゼル燃料や発電燃料として再

利用されている燃料。 

ＰＤＣＡ（ピーディーシーエー）サイクル 

Ｐlan（計画）、Do（実施）、Check（点検）、Action（見

直し）を一体として行うことにより、継続的な向上を図

る手法。「環境マネジメントシステム（EMS）」の基本的

な考え方となっている。 

ｐｐｍ（ピーピーエム） 

100 万分の 1 を表す単位。濃度や含有率を示す容

量比、重量比のこと。1ppm は 0.0001％と同じ。1 立方

メートルの大気中に1立方センチメートルの汚染物質

があると 1ppm になる。 

ｐｐｍＣ（ピーピーエムシー） 

メタン以外の炭化水素の炭素濃度を、メタン中の

炭素濃度に換算して、100 万分の 1 で表した単位。 

ｐｇ－ＴＥＱ（ピコグラム－ＴＥＱ） 

ダイオキシン類の濃度単位として使用する。pg は 1

兆分の 1g のこと。ダイオキシン類のうちもっとも毒性

の強い 2,3,7,8-ＴＣＤＤ（ポリ塩化ジベンゾパラジオキ

シンのひとつ）を 1 として、他のダイオキシン類に毒性

の強さに応じて係数をかけ、それらを足し合わせて、

ダイオキシン類の濃度として表す。 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径

の小さいものをいう（粒径 2.5μm 以下の微小粒子状

物質）。ＰＭ２．５は、直接発生源から排出される一次

粒子及び大気中でガス成分（VOC、NOx、SOx 等）が

光化学反応等を起こし生成する二次粒子に分類され

る。黄砂や火山灰などの自然起源の粒子には PM2.5

より大きな粒径のものが多く含まれる。→浮遊粒子状

物質（ＳＰＭ）の項も参照。 

非メタン炭化水素 

メタンを除いた炭化水素（炭素原子と水素原子だ

けでできた化合物の総称）の総称。光化学オキシダ

ント発生の原因となる。 

貧栄養化 

湖沼や内湾などの水域で窒素、リンなどの栄養塩

類が不足した状態を表す。栄養不足により海苔の色

落ち（本来黒褐色であるノリの色が黄褐色になる現象）

が発生しやすくなる。 

[ふ] 

風致 

自然の風景などの持つおもむき、味わい。 

フードマイレージ 

生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた
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方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという

仮説を前提として考え出されたもの。具体的には、輸

入相手国からの輸入量と距離（国内輸送を含まず）を

乗じて数値化行い、この値が大きいほど地球環境へ

の負荷が大きいこととなる。 

富栄養化 

湖沼や内湾などの閉鎖性の強い水域は窒素、リン

などの栄養塩類が滞留しやすく、太陽光線を受けて

単細胞の藻類や植物プランクトンが増殖する。栄養

塩類の濃度が高い状態になることを富栄養化という。 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中に浮遊する粒子状物質で、その粒の直径

が 0.01mm 以下のものをいう。大きさが非常に小さい

ため、軽く、すぐには落下せず大気中を浮遊する。工

場・事業場、自動車、船舶などで使われる燃料が燃

焼する過程で、すす等として発生するほか、自動車

の走行によって地上から舞い上がることもある。一方、

自然界でも、黄砂や火山灰等により発生する。 

0.01mm 以下の粒子は呼吸により鼻から入った場

合、気管まで入りやすい。特に 0.001mm 以下の粒子

に関しては気道や肺内に付着しやすく、呼吸器疾患

の原因になる。 

[へ] 

ベンゼン 

特徴的な臭気のある無色透明な液体で揮発性や

引火性が高く、取扱には注意が必要である。さまざま

な化学物質の原料として多方面の分野で使われて

おり、ガソリンなどに含まれている。 

[め] 

面的評価 

道路に面する地域の環境基準達成状況を評価す

る方法。道路を一定区間ごとに区切り、その区間内

の代表地点で騒音測定を行い、その結果を用いて

区間内の道路端から 50ｍにあるすべての住居等に

ついて等価騒音レベルを推計することにより環境基

準の達成状況を把握するもの。 

[ゆ] 

有害大気汚染物質 

従来の硫黄酸化物などの大気汚染物質のような急

性毒性はないものの、微量でも継続的に摂取される

場合には人の健康を損なうおそれのある物質で、ば

いじん以外のばい煙及び特定粉じんを除いたもの。 

有害大気汚染物質に該当する可能性のある 234

物質のうち 22 物質が、優先取組物質として指定され

ている。特にベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロ

ロエチレン、ジクロロメタンの 4 物質については、早急

な抑制の必要があり、環境基準が定められている。 

[よ] 

要請限度 

要請限度とは、道路交通振動がその限度を超えて

いることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損な

われていると認められるときに、市町村長が道路管理

者に振動防止のための道路の修繕等の措置を要請

し、又は県公安委員会に道路交通法の規定による措

置を執るよう要請する際の限度をいう。 

[り] 

リターナブルびん

回収して何度も再使用するびん。あきびんを回収

後、洗浄し、再び中身を詰めて出荷される。びんのま

まで再使用されるので、廃棄物にならないだけでなく、

原料としてリサイクルするより環境に与える負荷が少

ない。 

昔から、一升びんやビールびん、牛乳びんなど多

くのリターナブルびんが使われてきたが、近年では、

利便性に優れたペットボトルや紙容器におされて、

使用割合が下がっている。このため軽量化や規格の

統一によって、リターナブルびんの普及推進が行わ

れている。 

[れ] 

レッドデータブック

絶滅のおそれのある野生生物の情報をとりまとめ

た本のこと。 

絶滅の危機にある野生生物の現状を的確に把握

するために、地方自治体・国・団体等によって作成さ

れている。 
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こ の 環 境 白 書 に つ い て 、ま た 、倉 敷 の 環 境 に つ い て 、ご 意 見 ご 感 想 等 が ご ざ い ま

し た ら 下 記 へ お 寄 せ く だ さ い 。  

倉敷市 環境リサイクル局 環境政策部 環境政策課 

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 

TEL (086)426-3391 FAX (086)426-6050 

E-mail eptc@city.kurashiki.okayama.jp 

URL http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kansei/ 

 倉敷市の環境について、より多くの方に興味

をもっていただくことを目的に、平成３０年度

「倉敷の環境白書」表紙絵コンテストを行いま

した。 

 市内在住または通学している小学生、中学生

を対象に表紙絵の募集を行い、多くのご応募を

いただきました。 

 その中で、最優秀賞を獲得し、平成３０年度

版「倉敷の環境白書」の表紙を飾るのは、倉敷

市立味野中学校 ３年 福山 真叶 さん 

の作品「明るく輝く未来へ」です。 

 「緑を守って、未来を明るくしよう」という

思いが込められた作品となっています。 

 「倉敷の環境白書」表紙絵コンテストは、来

年度も実施予定です。皆様奮って、ご応募くだ

さい。 
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